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（２）ガバナンス強化 最近の動き

（３）リスクマネジメント体制

（4）リスクマネジメントおよびコンプライアンス活動方針

（5）倫理・行動憲章／行動指針

（6）放送ガイドライン

（7）暴力団等の排除

（8）出演者の人権尊重のガイドライン

（９）まとめ（おわりに）



（１）NHKの経営体制
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  執行部

 経営委員会

NHKのガバナンスは、放送法の規定に基づき、経営委員会、監査委員会、執行部がそれぞれの

職責を果たしている

  監査委員会

 委員 ３人以上（うち１人以上は常勤） 経営委員の中から経営委員が任命
 経営委員を含む役員の職務の執行を監査
 役員や職員に職務執行に関する事項の報告を求めることやNHKの業務や財産の状況を調査することができる
 定期的に監査委員会を開催し、NHKの業務について報告を受け、必要があれば調査し、経営委員会に報告

※監査委員会事務局が職務執行を補佐

 委員 12人（一部常勤） 衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命 委員長は委員の互選
 職務 内部統制、中期経営計画、予算など協会の重要事項の議決と、役員の職務の執行の監督
 放送法や同法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない
 会長は３か月に１回以上、職務の遂行状況、苦情その他の意見及びその処理の結果の概要の経営委員会への報告義務

※経営委員会事務局が職務執行を補佐

 会長、副会長、理事７～１０人 会長は経営委員会が任命 副会長・理事は経営委員会の同意を得て会長が任命
 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、業務を総理



（１）NHKの経営体制
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収支予算、事業計画及び資金計画（予算）

 NHKは、経営委員会の議決を得た予算に中期経営
計画を添え、総務大臣に提出

 総務大臣は、意見を付し、中期経営計画を添え、
内閣を経て国会に提出

 国会は、提出された予算を審議し、承認

財務諸表（決算）

 NHKは、経営委員会の議決を得た財務諸表を作成
し、監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、
総務大臣に提出

 総務大臣は、内閣に提出
 内閣は、会計検査院の検査を経て国会に提出

予算・決算をはじめとする組織・業務・財務・評価

及び監査・関連団体等に関する情報は、ウェブ

サイト等で閲覧可能



（１）NHKの経営体制 ＜参考＞経営情報の公開
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https://www.nhk.or.jp/info/pr/

NHKウェブサイト
「NHKについて 経営に関する情報」

https://www.nhk.or.jp/info/pr/


（２）ガバナンス強化 最近の動き
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  執行部の意思決定プロセスの見直し（2023年）

 2007年法改正

  2019年法改正

 経営委員会の監督機能の強化
• 執行部に対する監督権限を明記
• 「経営の基本方針」や「コンプライアンス体制」の決定を議決事項に追加
• 執行部からの職務報告を義務化 等

 経営委員の一部常勤化
 国民に開かれた経営の確保（経営委員会による受信者意見聴取、執行部による受信者苦情対応、協会の情報公開を制度化等）

 監査部門の強化（監査委員会による監査制度の導入、外部監査（会計監査人による監査）の義務付け等）

 議案審査の一元化
 多面的観点からのチェック
 リスク軽重に応じた審議プロセスの設定
 意思決定プロセスの透明化と責任の明確化

 コンプライアンス確保（会社法制に倣った規定の整備）
• 経営委員会がＮＨＫグループの内部統制に関し議決すべき事項を具体的に規定
• 役員（経営委員・執行部）のＮＨＫに対する忠実義務を規定
• 監査委員会のチェック機能強化（役員の責任追及権の付与等） 等

 情報公開による透明性の確保（ＮＨＫグループに関する情報提供の義務付け等）

 透明で計画的なガバナンスの確保（中期経営計画の作成・公表・収支予算等への添付、パブコメ手続等）

  「ガバナンス協議会」の設置（2024年）
 ＮＨＫ経営計画（2024-2026 年度）に掲げ、2024年6月に設置
 ＜目的＞経営委員会によるガバナンス強化に向けて、協会・関連団体の運営、 業務、財産に関する重要な内容に対し、とくに「ガバナン

ス」の観点から、経営委員会が、執行部と審議・検討することを主目的とするとともに、 経営委員会がより幅広く意見を集め、多元性の
確保など、ガバナンスに生かす取り組みを強化することを含む



（２）ガバナンス強化 最近の動き ＜参考＞内部統制関係議決（一部）
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https://www.nhk.or.jp/info/pr/naibu_tousei/naibu_tousei.pdfNHKウェブサイト「内部統制関係議決」

https://www.nhk.or.jp/info/pr/naibu_tousei/naibu_tousei.pdf


（２）ガバナンス強化 ＜参考資料＞
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出典：
総務省「デジタル時代における放送制度の在り方
に関する検討会・公共放送ワーキンググループ 
（第17回）」事務局資料 （2023年12月26日）

https://www.soumu.go.jp/main_content
/000920154.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000920154.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000920154.pdf


（３）リスクマネジメント体制
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  リスクマネジメント委員会

  リスクマネジメント室

 会長がＣＲＯ（Chief Risk Officer)およびＣＣＯ(Chief Compliance Officer)を務め、
ＮＨＫおよびＮＨＫグループのリスクマネジメントとコンプライアンスを統括

 活動の基本となる「リスクマネジメント委員会」は、会長を委員長、副会長を委員長代行とし、
全理事で構成

 委員会では、ＮＨＫグループにおけるリスクの評価や防止、発生事案への対処、
ＮＨＫ職員や関連団体職員・社員の遵守事項に関する周知や啓蒙、
リスクマネジメント体制の基本方針等を審議

 委員会の実務や事務局はリスクマネジメント室が担う

 コンプライアンスおよびリスクマネジメントに関する業務を専門的に遂行

 職員が自ら律する意識改革・組織文化の改革を推進



（３）リスクマネジメント体制
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  内部通報

 内部通報制度を規程に定め、法令や内規などに違反する事実がある場合はもちろん、違反が生じようと
していると思われる場合も通報を受け付け

 ＮＨＫの役職員やスタッフ、業務委託の受託者、関連団体の従業員等のほか、１年以内にＮＨＫグループ
の業務に従事していた人からの通報も受けつける

 発生した危機管理案件は、リスクマネジメント室と関係部局が連携して適切に対応

２０２４年度
       内部窓口 ３７件
       外部窓口 １１件

※内部通報は、ＮＨＫグループ通報内部窓口（リスクマネジメント室内）と
ＮＨＫグループ通報外部窓口（弁護士事務所）により受け付けている

  リスクマネジメント推進会議

 各部局に部局長をリスクマネジメント推進責任者とする「リスクマネジメント推進会議」を設置
 部局のリスクの抽出や対処方針の決定、発生事案への対応等、リスクマネジメントとコンプライアンスの

確保に必要な事項を検討し実施
 関連団体においては、各団体の代表者がリスクマネジメント推進責任者として、団体のリスクマネジメン

トを統括



（３）リスクマネジメント体制
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 NHKのコンプライアンスとリスクマネジメント体制



（4）リスクマネジメント及びコンプライアンス活動方針

  リスクマネジメント及びコンプライアンス活動方針

 全部局の業務グループごとに、向き合うべきリスクを
選択し、どんなリスクがあるのか、リスク解消や問題  
発生を防ぐためにどんな方策が必要かを話し合い、  
年間を通してＰＤＣＡを回している

11



（5）倫理・行動憲章／行動指針

 ２００４年に制定し、直近の改定は２０２５年4月

 「倫理・行動憲章」は、NHKの使命と目的を達成するために、職員一人ひとりの道しるべとなる基本理念

 「行動指針」は、行動憲章に基づき、倫理基準・行動規範をより具体的に記し、NHK役職員として行動す
べき内容を示したもの

 激変する社会状況やメディア環境の中、公共放送に求められる役割、視聴者本位の業務遂行について改
めて示すとともに、人権の尊重に対する姿勢をより明確に打ち出し、業務に携わるすべての人の健康の
確保、お互いを尊重し、多様な価値観を認め合う職場を目指すことを明記

 すべての役職員は、年に１回以上、ｅ-ラーニングなどを通して、倫理・行動憲章と行動指針を学び直し、
遵守することを誓約

  倫理・行動憲章／行動指針

https://www.nhk.or.jp/info/pr/guideline/

※「NHK倫理・行動憲章」「行動指針」は、NHKウェブサイトで公表
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https://www.nhk.or.jp/info/pr/guideline/


（5）倫理・行動憲章／行動指針

ＮＨＫは、自主自律を堅持し、健全な民主主義の発展と文化の向上に役立つ、正確で信頼できる情報、
豊かで良質な番組・コンテンツを、あまねく視聴者のみなさまにお届けすることを使命としています。
私たちは、その使命と社会的責任を深く自覚し、次のことを行動の基本に掲げ、誠実に、視聴者本位で
職務を遂行します。

○ 公共放送の使命を貫きます。
○ 視聴者のみなさまの声に耳を傾け、受信料制度の理解促進に努めるとともに、公金意識を徹底します。
○ 人権を第一に考え、公私において、法令を遵守するとともに、高い倫理観に基づく、責任ある行動をと

 ります。
○ 業務に携わるすべての人の健康を大切にし、多様な価値観を認め合います。

◇ 私たち全役職員は、本憲章を遵守し、その徹底を図ります。また、互いの目配りに努め、不適切な行為
 には毅然（きぜん）として対応し、必要に応じて上司、または通報窓口等に連絡・相談します。

◇ 会長・役員および各組織の長は、本憲章の遵守・徹底の責任者として、そのリーダーシップをとるととも
に、本憲章に反する事態が発生したときは、迅速に調査と原因究明にあたり、再発防止策を講じ、視聴
者への説明責任を果たします。

◇ 本憲章に反する行為には、規程等に基づき、厳正に対処します。

倫理・行動憲章（全文）
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（5）倫理・行動憲章／行動指針

○人権を第一に考え、公私において、法令を遵守するとともに、高い倫理観に基づく、責任ある行動をとり
 ます。

   ◆人権尊重の意識を高め、いかなる人権侵害も許しません。
   ◆法令・社会のルール、内部規程を十分に理解し、遵守を徹底するとともに、社会の良識に基づき、責任

と自覚をもって行動します。
   ◆職務上知ることのできた情報を、インサイダー取引等、個人の利益のために利用せず、退職後も含め、

情報漏えいを行いません。
   ◆情報セキュリティを確保するとともに、機密情報や個人情報を厳重に管理し、漏えいさせません。
   ◆社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人からの、不当な要求には一切応じず、常に毅然(きぜん)

とした態度で臨みます。
   ◆不正な金品などの授受は行いません。
   ◆地球環境に与える影響に配慮して行動し、持続可能な社会の発展に貢献することを目指します。

行動指針（4項目のうちの１項目を例として抜粋）
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（6）放送ガイドライン

 １９９７年に策定し、直近の改訂は２０２５年１０月
（今回の改訂は5回目、前回の改訂は2020年2月）

 NHK職員やNHKの放送に携わるすべての者が取材や番組制作を行う上での判断の指針
 18の章と資料編で構成

  放送ガイドライン

第１章 自主・自律の堅持
第２章 放送・配信の基本的な姿勢
第３章 インターネットを通じた放送番組などの発信
第４章 コンプライアンス ～法令やルールの順守～
第５章 取材・制作の基本ルール
第６章 表現
第７章 情報と宣伝・広告
第８章 著作権
第９章 利用者情報の取り扱い
第１０章 国際放送
第１１章 事件・事故
第１２章 災害・非常事態
第１３章 暮らしと社会

【放送ガイドライン ２０２５改訂版 目次】

※「NHK放送ガイドライン202５」は、NHKウェブサイトで公表
https://www.nhk.or.jp/info/pr/bc-guideline/

第１４章 政治・選挙・経済
第１５章 国際・海外取材
第１６章 取材・制作の委託
第１７章 厳正な経理処理
第１８章 誠意ある対応

15

https://www.nhk.or.jp/info/pr/bc-guideline/


（6）放送ガイドライン

第４章 コンプライアンス ～法令やルールの順守～ 第１１章 事件・事故（一部を例として抜粋）
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（7）暴力団等の排除

 ２０１１年に策定

  出演契約における暴力団等の排除についての指針

ＮＨＫは、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求に応じず、
常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、出演契約における暴力
団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

１．この指針は、次の各号の一つに該当するとＮＨＫが判断した出演者、または、出演者が所属する企業・
 団体（当該企業・団体の役員、従業員等を含みます）を対象とします。

（１）暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下
「暴力団等」といいます）、または暴力団等に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団等と密
接な関わりを有する者

（２）自ら、または、第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える過剰な要求行為、詐術・脅
迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行った者

２．ＮＨＫは、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日を定めて、報告書の提出を求めること
があります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、ＮＨＫは出
演契約上の義務の履行を停止することがあります。

３．ＮＨＫは第１項に該当する者について、その出演または出演契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または、
暴力団等の組織運営に寄与するおそれがあると判断した場合は、出演契約を何らの催告なく、直ちに解除
することがあります。
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 ＮＨＫでは、ジャニー喜多川氏の性加害問題を契機に、出演者の起用にあたって、所属事務所の人権を
尊重する姿勢を考慮することとし、そのためのガイドラインを作成。NHKおよび関連団体は、番組の制
作にあたって、出演者の人権、人格を尊重し、安全・安心な環境の確保に努めていくという基本姿勢を
示し、２０２４年度から主な事務所に賛同を求めている

（8）出演者の人権尊重のガイドライン

  NHKの出演者に対する人権尊重のガイドライン

【ＮＨＫの出演者に対する人権尊重のガイドライン】（全文）

•人権、人格を尊重し、コンテンツ制作のあらゆる段階で、誰もが十分に能力を発揮できる規律ある制作
  現場を目指します。出演者に対する性的搾取、性的虐待を排除し、悪質な嫌がらせや差別的または攻撃
  的な行動を認めません。
•制作現場において、人種、民族、国籍、宗教、障害、政治的思想、性別、年齢、ジェンダーなどいかなる  
理由による差別も認めません。

•強制労働など人権を侵害する労働慣行は認めません。
•子どもの人権を尊重し、児童労働や児童虐待を認めません。未成年の出演者については、労働基準法
など関係法令・法規を順守します。

•出演者１人ひとりの心身の健康に配慮し、安心・安全な環境の確保に努めます。
•ＮＨＫおよび関連団体のすべての役職員は、出演者の人権を尊重します。

18



（8）出演者の人権尊重のガイドライン

 この人権尊重のガイドラインを、来年度の番組に出演していただく主な出演者の方の所属事務所にお示
しをして、こうしたＮＨＫの考えや取り組みに一層の理解と協力を求めていくようにしようと、組織的に
考えています。

 このガイドラインは、基本的にはＮＨＫと関連団体の全役職員が順守すべきものとして作成したものです
が、番組制作の現場で、このガイドラインに反する行為は認めないということを謳っていますので、仮に
出演者側がこれに反するような事態を起こした場合には、必要に応じて出演を見合わせるといった厳し
い対応をとるという意思表示でもあります。

 私はかねてから申し上げている通り、放送業界特有の問題として、番組制作にあたっては、出演者や取
材先などと放送局側の職員・スタッフとの間に、ある種の上下関係が存在していて、その中でどうやって
適切な関係性を維持していくかという課題が常に存在していると考えています。ご存知の通り業界では、
そういった関係性のあり方が改めて問われるような事案も起きています。今後、主な出演者の方の所属
事務所に対して、ＮＨＫの人権尊重のガイドラインに賛同を求めることで、ＮＨＫとしてはそうした点を非
常に重視しているということをご理解いただいて、不適切な事案の発生防止や事態の改善につなげて
いければと考えています。

 最終的にはこうした取り組みが大きく広がって、放送業界全体の健全性確保につながっていくといいの
ではないかと考えています。

（2025年10月16日 稲葉延雄会長 １０月定例記者会見より）
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（９）まとめ（おわりに）

20

 NHKのガバナンスの仕組みは、放送法等でNHK固有の規定がなされ、規律されている

 これら法令の定めや「内部統制関係議決」等を遵守するとともに、「倫理・行動憲章／行動指針」を定め、
全役職員が遵守を誓約するなど、協会自身による取り組みも推進

 会長がＣＲＯ（Chief Risk Officer)およびＣＣＯ(Chief Compliance Officer)を務め、ＮＨＫお
よびＮＨＫグループのリスクマネジメントとコンプライアンスを統括するとともに、リスクマネジメント室
がそれらに関する業務を専門的に遂行

 各組織が適切に連携し、リスクマネジメントとコンプライアンスの実効性を確保

 放送分野においても、「放送ガイドライン」を策定し、NHKの放送に携わるすべての者が取材や番組制作
を行う上での判断の指針としている

 「出演者の人権尊重のガイドライン」を作成し、NHKおよび関連団体は、番組の制作にあたって、出演者
の人権、人格を尊重し、安全・安心な環境の確保に努めていくという基本姿勢を示している

 来年度の番組に出演していただく主な出演者の方には、こうしたＮＨＫの考えや取り組みに一層の理解
と協力を求めていくようにしようと検討している

 ガバナンスの仕組みは民放とNHKで異なるが、NHKとしても、ガバナンスの確保は放送業界全体の問
題であると認識しており、放送業界全体の健全性確保に資するよう、取り組みを進めてまいりたい
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